
  参考法令 
 
○地方自治法施行令 （昭和 22年政令第 16号） （抄） 

（一般競争入札の参加者の資格） 

第 167 条の４ 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のい

ずれかに該当する者を参加させることができない。 

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条第一項

各号に掲げる者 

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めら

れるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その

者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 

一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量

に関して不正の行為をしたとき。 

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しく

は不正の利益を得るために連合したとき。 

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の

執行を妨げたとき。 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 

六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に

基づき過大な額で行つたとき。 

七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結

又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき 

 

○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成 3年法律第 77号） （抄） 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

二 暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力

的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 

六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 

 

○茂原市暴力団排除条例 （平成 24年３月 19日茂原市条例第１号） （抄） 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(１) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。次号において

「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

(２) 暴力団員 法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

(３) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。 



（市の事務等からの暴力団の排除） 

第９条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業（以下この条において「市の事務等」という。）により暴

力団を利することとならないよう、暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者

（第３項において「暴力団密接関係者」という。）を市の事務等から排除するため、市が実施する入札へ

の参加の制限その他の必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市長その他の執行機関は、前項の措置を講ずる必要があると認めるときは、当該措置を講ずるために必

要な事項について、千葉県警察本部長（以下「警察本部長」という。）に意見を聴くことができる。 

３ 市は、市の事務等に関して、その契約の相手方に対し、当該市の事務等により暴力団を利することとなら

ないよう、下請契約その他の当該契約に関連する契約の相手方から暴力団員等又は暴力団密接関係者を

排除するための必要な措置を講ずるよう求めるものとする。 

（利益の供与の禁止） 

第16条 市民及び事業者は、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことの対償

として、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、利益供与（金品その他の財産上の利益の供

与をいう。次項において同じ。）をしてはならない。 

２ 市民及び事業者は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は暴力団の経営に協力する目的で、暴

力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、利益供与をしてはならない。 

 

○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 （昭和 23年法律第 122号） （抄） 

（用語の意義） 

第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 

一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる

営業 

二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところに

より計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの（前号に該当する営業として営むものを除

く。） 

三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、そ

の広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの 

四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 

五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるお

それのある遊技に用いることができるもの（国家公安委員会規則で定めるものに限る。）を備える店舗

その他これに類する区画された施設（旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政

令で定めるものを除く。）において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業（前号に該当する営業を

除く。） 

５ この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、

映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。 

 

○無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 （平成 11年号外法律第 147号） （抄） 

（目的） 

第一条 この法律は、団体の活動として役職員（代表者、主幹者その他いかなる名称であるかを問わず当

該団体の事務に従事する者をいう。以下同じ。）又は構成員が、例えばサリンを使用するなどして、無差別大



量殺人行為を行った団体につき、その活動状況を明らかにし又は当該行為の再発を防止するために必要

な規制措置を定め、もって国民の生活の平穏を含む公共の安全の確保に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第四条 この法律において「無差別大量殺人行為」とは、破壊活動防止法（昭和二十七年法律第二百四

十号）第四条第一項第二号ヘに掲げる暴力主義的破壊活動であって、不特定かつ多数の者を殺害し、

又はその実行に着手してこれを遂げないもの（この法律の施行の日から起算して十年以前にその行為

が終わったものを除く。）をいう。 

２ この法律において「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連

合体をいう。ただし、ある団体の支部、分会その他の下部組織も、この要件に該当する場合には、これに対

して、この法律による規制を行うことができるものとする。 

 


